
 
清瀬市では来年(2020 年)、ごみ収集袋の料金と収集方法の見直しが予定されています。ごみ処

理は、私たちの毎日の生活に欠かせないものですが、どうとらえる必要があるのでしょうか。 

 

１．清瀬市におけるごみ処理の主な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．清瀬市のごみ処理にかかわる費用（2017年度決算 単位：百万円） 

 

       支   出    １,０１２      収    入  １,０１２ 

収 集 費            ２５９ 

中間処理・最終処分費用      ５４７ 

ごみ袋製作費            ５６ 

その他（職員人件費など）     １４９ 

ごみ袋販売代金      １１７ 

粗大ごみ処理手数料     １５ 

有価物売却代        ２０ 

市税           ８５８ 

 

 

 

３．収集袋による負担額の算出 

 有料化導入時(2001年) 2017年度決算での見直し案 

1か月 1世帯あたりごみ排出量 40kg    21.67kg 

1kgあたり処理単価の算出 

 

 

 

①中間処理・最終処分費 26円 

         

 

計  26円 

①中間処理・最終処分費 38.0 円 

②収集袋製作費      1.74円 

③可燃・不燃収集費   23.28円 

        計    63.02円 

1か月 1世帯あたり処理費 40kg×26円＝1,040円 21.67kg×63.02円＝1,365.64円 

1か月 1世帯あたり負担額 1,040円×1/3(*)=346.6円 1,365.64円×1/3(*)=455.21円 

1か月あたり収集回数 16回（可燃 8回、不燃 8回） 10回（可燃 8回、不燃 2回） 

収集 1回あたり負担(20ℓ相当) 346.6円/16回=21.6円⇒20円 455.21円/10回=45.5円⇒40 円 

*1/3は「一般廃棄物処理有料化の手引き」を参照したもの  

 

 

燃やせるごみ 

燃やせないごみ 

古紙・古布・紙パック・剪定枝 

びん・カン・ペットボトル 

 

資源再生業者 

 

柳泉園組合（中間処理施

設：焼却・選別） 

東京たま広域資源循

環組合（最終処分：エ

コセメント化施設） 

容器包装プラスチック 


